
  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
1  老人福祉

老人対策は,長期かつ総合的対応を要する問題であり,たとえば,所得,健康,福祉サービス,生きがいと各般に
わたる総合対策が必要とされる。また,単に老人を弱者として保護するのではなく,老後の生きがいを高め
る積極的対策でなければならない。老人福祉法は,その第1条に規定しているように,「老人の福祉に関す
る原理を明らかにするとともに,老人に対し,その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を
講じ,もって老人の福祉を図ることを目的」としている。このような老人福祉法の精神を受けて種々の施
策が行われている。

厚生省における老人対束
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
1  老人福祉
(1)  在宅福祉対策
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
1  老人福祉
(2)  施設福祉対策
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
1  老人福祉
(3)  家庭奉仕員派遣事業

家庭奉仕員派遣事業は,心身上の障害のある老人の家庭を訪問して,食事の世話,衣類の洗濯,家の掃除,生活
必需品の買物,通院の手伝い等の日常生活上の世話を行うものであり,在宅老人福祉施策の中核である。

家庭奉仕員の派遣対象は,従来,低所得世帯(所得税非課税世帯)に限定されていたが,中央社会福祉審議会の
意見具申を受けて昭和57年10月から所得税課税世帯にも応分の費用負担の下に派遣することにした。非
課税世帯については,従来どおり無料で派遣することとした。

このような派遣対象の拡大に伴い,昭和57年度においては3,298人,昭和58年度においては1,660人の増員を
行った。

家庭奉仕員の設置状況
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
2  児童と家庭
(1)  概要

児童福祉の理念は,児童のより良い生活を保障するとともに,将来の社会を担う児童を心身ともに健全に育
成することにある。

このような児童福祉の理念のもとに,各般の児童家庭福祉対策が講じられているが,概要は次のとおりであ
る。

児童の年齢別児童家庭福祉対東

児童福祉行政の機構図

厚生白書（昭和58年版）
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指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
2  児童と家庭
(2)  児童福祉施設

児童相談所における相談件数

厚生白書（昭和58年版）



相談機関の相談件数からみた児童問題の状況

厚生白書（昭和58年版）



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
2  児童と家庭
(3)  母子保健

健康診査の実施状況

未熟児養育医療の給付件敷の推移

厚生白書（昭和58年版）
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
2  児童と家庭
(4)  保育対策

全国的にみれば保育所はほぼ充足しており,今後は人口急増地域等への対応及び多様化する保育需要(夜間
保育,延長保育,障害保育等)への対応が進められる。

保育所数・入所状況

年齢別保育所措置状況(昭和58年4月1日現在)

夜間保育・延長保育・障害児保育の現状

厚生白書（昭和58年版）
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
2  児童と家庭
(5)  児童の健全育成対策

家庭・地域における児童の健全育成及び要養護児童・非行児童等の福祉の増進を図る。
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
2  児童と家庭
(6)  児童手当

児童手当支給状況

厚生白書（昭和58年版）



算定基礎児童数別受給者数
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
2  児童と家庭
(7)  母子家庭等

1)  母子及び寡婦福祉対箪

2)  児童扶養手当

厚生白書（昭和58年版）
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指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
3  心身障害者福祉

心身障害者に対する施策には,在宅サービス,施設サービスとがあるが,その目的とするところは,心身障害
者のハンディキャップをできる限り軽減し,一般の人々と同様の生活を享受できるようにすることにあ
る。
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
3  心身障害者福祉
(1)  身体障害者

障害の程度別身体障害者数と構成割合

年齢階級別にみた身体障害者数の分布

1)  身体障害者福祉対策の概要

厚生白書（昭和58年版）



2)  身体障害者福祉対策の概要

厚生白書（昭和58年版）



障害の種類別にみた身体障害者数

厚生白書（昭和58年版）
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
3  心身障害者福祉
(2)  心身障害児

精神薄弱児(者)及び18歳未満の身体障害児に対しては,在宅対策,施設対策の両面から種々の福祉施策が行
われている。

心身障害児(者)対策一覧

身体障害の種類別在宅身体障害児数

厚生白書（昭和58年版）



心身障害児(者)関係施設等の数,定員及び入所児(者)数

心身障害児(者)の保護者のあげる養育に関する気がかりなこと

厚生白書（昭和58年版）



主たる介護者の緊急時の対応(世話してもらう人)

近隣の人に対して要望すること

厚生白書（昭和58年版）
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
3  心身障害者福祉
(3)  特別児童扶養手当
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
3  心身障害者福祉
(4)  精神薄弱者

精神薄弱の程度別在宅精神薄弱者数

年齢階級別在宅精神薄弱者数

福祉事務所における精神薄弱者相談の相談内容別取扱件数(昭和57年度)

厚生白書（昭和58年版）
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
4  生活保護

生活保護制度は,憲法第25条の理念に基づき,何らかの厚因で生活困窮に陥り自分の力では生計を維持でき
ない者に対して,国の責任において健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに,併せてその自立を
助長することを目的とする制度である。

制度の仕組み

生活扶助基準額の年次推移(標準4人世帯・1級地)

厚生白書（昭和58年版）



保護の動向
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(1)  社会福祉施設

社会福祉施設とは,老人,児童,心身障害者等の社会生活を営む上で様々なハンディキャップを負っている
人々を援護する目的で設置されている施設の総称である。

社会福祉施設の状況(昭和57年10月1日現在)
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(2)  福祉事務所

福祉事務所は，いわゆる福祉六法に定める援護・育成又は更生の措置に関する業務をはじめ,広く社会福
祉全般にかかわる事務を行う第一線の総合的な社会福祉行政機関である。

社会福祉事業法により,都道府県,市及び特別区はその設置が義務付けられ,町村は任意設置とされている。
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(3)  民間社会福祉活動

1)  民生委員

民生委員は,地域住民の福祉向上のための相談,指導,調査等の自主的な活動や福祉事務所等の関係行政機関
への協力活動を行う民間奉仕者である。民生委員は,豊かな人生経験と熱意を持った人々の中から,3年の
任期で厚生大臣が委嘱することになっている。

民生委員(児童委員)の活動状況

厚生白書（昭和58年版）



2)  社会福祉協議会

社会福祉協議会は,地域住民が主体となって,公私の社会福祉事業関係者の協力の下に,その地域社会におけ
る社会福祉活動の相互連絡,総合調整や組織化,効率化を促進することによって,住民の福祉を増進すること
を目的とする民間の自主的な組織である。

社会福祉協議会の概要
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(4)  世帯更生資金貸付制度

世帯更生資金貸付制度は,低所得世帯等に対し,資金の貸付けと民生委員等が必要な援助指導を行うことに
より,その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り,安定した生活を営ませようとする制度である。

貸付条件及び貸付実績(例)

  

厚生白書（昭和58年版）
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(5)  授産施設

授産施設は,身体上若しくは精神上の理由又は家庭上の事情により就業能力の限られている要保護者に対
して,就労又は技能の修得のために必要な機会を与えて,その自立を助長することを目的とする施設であ
る。
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(6)  消費生活協同組合

消費生活協同組合は,一定の地域又は職域において,消費者自らがその生活の文化的,経済的改善向上を図る
ため自発的に組織する協同組織体である。

組合が行う事業には，1)食料品,衣料品,家具,じゅう器等の生活必需品の供給事業,2)食堂,病院等の協同施
設の利用事業,3)火炎,生命,交通災害等の事故に対する共済事業,4)教育,文化事業等がある。
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(7)  婦人保護事業

売春防止法による要保護女子(性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子)の保護更生に関する
業務ば,婦人相談所,婦人相談員及び婦人保護施設などが中心となって実施している。
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(8)  地方改善事業

地域改善対策対象地域及び不良環境地区(北海道のウタリ集落,産炭地並びに漁村スラム等)の環境改善を
図るため厚生省はこれらの地域における生活環境の施設整備及び福祉の向上等の推進に努めている。な
お,地域改善対策については,「同和対策卒業特別措置法(44年法律第60号)」の失効に伴い,新たに「地域改
善対策特別措置法(57年法律第16号)」が昭和57年4月1日から5年間の時限立法として施行され,同法に基
づき,対策の推進が引き続き図られている。

地域改善対策事業の概要

不良環境地区改善事業の概要

厚生白書（昭和58年版）
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(9)  災害救助等

災害救助法は,一定規模以上の災害が発生した場合,被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とし
ており,国が地方公共団体,日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に応急救助を実施するものであ
る。

被災者の応急救助,災審弔慰金等の支給及び災審援護資金の貸付け

  

厚生白書（昭和58年版）
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指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
5  その他の社会福祉
(10)  社会福祉等に関する相談

生活に困ったとき,又はいろいろの問題に出会ったとき,どこへ行って相談したらよいのだろうか。このよ
うな場合のいわば窓口ともいうべき所を示したものが次表である。

厚生白書（昭和58年版）
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指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
6  援護

援護行政は,戦傷病者及び戦没者遺族の援護を中心とし,海外における戦没者の遺骨の収集,未帰還者の調
査,中国残留日本人孤児の身元調査,引揚者に対する援護,軍人恩給の進達,叙位叙勲に関する業務等を行っ
ている。
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
6  援護
(1)  戦傷病者,戦没者遺族等の援護

1)  戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護

厚生白書（昭和58年版）



2)  戦傷病者特別援護法による援護
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
6  援護
(2)  特別給付金等
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厚生白書（昭和58年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
6  援護
(3)  海外戦没者遺骨収集等

昭和57年度遺骨収集，慰霊巡拝及び慰霊碑設概見図

  

厚生白書（昭和58年版）
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指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
6  援護
(4)  中国残留日本人孤児
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指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
ＩＶ  社会福祉
6  援護
(5)  引揚者等の援護
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